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本資料は、国立大学法人千葉大学（以下「本学」という。）が公募する「千葉大学自動販売機設置運営業務」への提

案の審査に関する基準について述べたものである。 

 

 

１．項目毎の評価について 

本公募の評価は、本学が作成する「千葉大学自動販売機設置運営業務に関する公募要領（別添「仕様書」を含

む。）」（以下「仕様書」という。）並びに別紙「評価項目及び得点配分基準」（１)及び「評価項目及び得点配分基準」

（２）(以下「評価基準」という。)に基づき、以下のとおり評価を行う。 

なお、「仕様書」及び「評価基準」に記載されていない業務への取組方法等は評価の対象としない。 

また、「仕様書」及び「評価基準」に記載されている業務への取組方法等であっても、本学としての必要度・重要度

に照らして、必要な範囲を超え、評価する意味のないものは、評価の対象としない。 

 

（１） 「評価項目及び得点配分基準」（１）に基づく評価 

① 「評価項目及び得点配分基準」（１）により、業務の取組方法等の提案内容「取扱商品の魅力度」、「環境へ

の取り組み」、「災害発生時の協力」、「その他適切な運営体制」、「利用増加に向けた取り組み」、「特筆する

企画・提案期待度」を加点評価する。 

② 「仕様書」に記載する「2.業務の取組方法（必須の要求要件）」について全ての要求要件を満たしているか否

かの判定を実施し、必須の要求要件を全て満たした提案者に対して「評価項目及び得点配分基準」（１）に記

載する業務の取組方法等について「評価基準」における加点比率の点数の範囲内で得点を付与する。 

③ 「評価基準」に基づき付与する加点の判定は、「自動販売機設置運営業務の公募型企画競争企画審査委

員会」各々の委員が提出資料等の内容を審査して採点を行い、委員の平均点数を各提案者の点数とする。 

 

（２） 「評価項目及び得点配分基準」（２）に基づく評価 

① 「評価項目及び得点配分基準」（２）により、提案者より示された「販売手数料＋設置協賛金」を評価する。 

② 「評価項目及び得点配分基準」（２）に記載する「評価基準」により得点を与える。 

※ 「評価項目及び得点配分基準」（２）については、「評価基準」に基づき財務部財務企画課にて採点を実施す

る。 

 

２．契約予定者の決定について 

「評価項目及び得点配分基準」（１）に基づく評価による得点に、「評価項目及び得点配分基準」（２）に基づく評

価による得点を加え、その得点が最も高い提案者を「千葉大学自動販売機設置運営業務」の契約予定者として

決定する。 
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評 価 項 目 及 び得 点 配 分 基 準 （ １ ）  

 

業務の取り組み方法                                                     得点合計 

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

【加点】    50 

  

   （加点評価項目） （評価基準） 

  

 

 １ 取扱商品の魅力度 ◎缶・ペット飲料について商品ラインアップが特に優れている （10） 

 ・具体的には、飲料については仕様書で指定する主要５社の 

製品を提供できること。 

 ・多様な製品を取り揃え、かつ、学生・教職員等のニーズを 

踏まえた商品の入替に対応できること。 

  

 ２ 環境への取り組み ◎提案者において、安定的・継続的なリサイクルへの取組体制 （5） 

が整備されていること。 

  

 ３ 災害発生時の協力             ◎災害発生時に、本学の要請に基づき、速やかに被災者等   （5） 

                              へ製品の提供が可能となること。 

 

 ４ その他適切な運営体制          ◎商品の補充、衛生管理等について、必要な実施体制が     （10） 

整備されていること。   

                              

 ５ 利用増加に向けた取り組み          ◎自販機設置業務に対して、新規事業やプロモーション強化等 （10） 

本学でも実施可能な売上増加に向けた取り組みの提案が 

できること。 

 

 ６ 特筆する企画・提案期待度        ◎提案者独自のアピールポイントが期待できること。        （10） 

 

  

 

 

（評価基準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価水準 
加点比率 

（加点数＝配点×加点比率） 

⑤ 提案による効果が大きく期待できる 100% 

④ ⑤と③の中間程度 75% 

③ 提案による効果が期待できる 50% 

② ③と①の中間程度 25% 

① 提案による効果は期待できない 0% 
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評 価 項 目 及 び得 点 配 分 基 準 （ ２ ）  

 

   得点合計 

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

【加点】   50 

 

 

（評価項目） 

      販売手数料＋設置協賛金の合計金額                                       50  

 

     （評価基準） 

評価対象 得点計算の算式 

① 販売手数料＋設置協賛金の

合計が最も高額であるもの 
50 × 100% 

② ２番手以降の提案者につい

ては販売手数料＋設置協賛

金の合計の最も高額に対す

る減額比率を得点に掛ける。 

 

50 × 99～0% 

 

 

ワーク・ライフ・バランス等への取り組み                                         得点合計 

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

【加点】                                                                 5．3 

 

以下の認定の中で該当する最も配点の高い区分により評価を行う。 

 

○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認定（えるぼし認定・プラチナ

えるぼし認定） 等 

・認定段階1（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。）＝2点   

・認定段階2（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。）＝3点 

・認定段階3＝4点 

・プラチナえるぼし認定＝5．3点 

・行動計画策定済（女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定業務がない事業主（常時雇用する労

働者の数が300人以下のもの）に限る（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）＝1

点 

○次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・プラチナ認定企業） 

・くるみん認定（旧基準）＝2点 

・くるみん認定（新基準）＝3点 

・プラチナくるみん認定＝5．3点 

○青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定 

・ユースエール認定＝4点 

○上記に該当する認定等を有しない＝0点 

 

 


